
　平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、

社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成30年度岬町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121,906千円

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策経費  　  　　　2,102,845千円

1 障害者福祉事業 455,383 205,854 131,899 0 32 13,351 104,247

2 高齢者福祉事業 345,572 10,030 17,861 0 13,945 34,484 269,252

3 児童福祉事業 730,856 185,999 109,660 39,400 71,651 36,801 287,345

4 母子福祉事業 9,027 0 4,429 0 0 522 4,076

5 地域福祉事業 36,336 0 11,868 0 50 2,772 21,646

1,577,174 401,883 275,717 39,400 85,678 87,930 686,566

1 健康増進事業 17,633 113 638 0 232 1,890 14,760

2 予防対策事業 28,742 0 95 0 25,835 319 2,493

3 母子保健事業 43,501 2,148 3,221 0 4,792 3,786 29,554

89,876 2,261 3,954 0 30,859 5,995 46,807

1 国民健康保険事業特別会計（繰出金） 143,793 23,164 83,000 0 0 4,272 33,357

2 介護保険事業特別会計（繰出金） 226,028 2,203 1,101 0 32,862 21,555 168,307

3 後期高齢者医療事業特別会計（繰出金） 65,974 0 47,000 0 0 2,154 16,820

435,795 25,367 131,101 0 32,862 27,981 218,484

2,102,845 429,511 410,772 39,400 149,399 121,906 951,857

※1　地方消費税交付金の平成30年度決算額は254,691千円、うち社会保障財源化分は121,906千円

※2 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分
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